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本
法
律
案
は
、
近
年
、
気
候
変
動
の
影
響
が
全
国
各
地
で
起
き
て
お
り
、
さ
ら
に
今
後
、
長
期
に
わ
た
り
拡
大
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
気
候
変
動
適
応
を
推
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

一
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
及
び
国
民
が
気
候
変
動
適
応
の
推
進
の
た
め
に
担
う
べ
き
役
割
を
明
確
に
す
る
。

二
、
政
府
は
、
気
候
変
動
適
応
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
気
候
変
動
適
応
に
関
す
る
計
画

を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

三
、
環
境
大
臣
は
、
お
お
む
ね
五
年
ご
と
に
、
中
央
環
境
審
議
会
の
意
見
を
聴
き
、
あ
ら
か
じ
め
関
係
行
政
機
関
と
協
議
し
、

気
候
変
動
に
よ
る
影
響
の
評
価
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

四
、
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
環
境
研
究
所
は
、
気
候
変
動
影
響
及
び
気
候
変
動
適
応
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
や
、

地
方
公
共
団
体
等
に
対
す
る
技
術
的
助
言
等
の
業
務
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

五
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
地
域
に
お
け
る
気
候
変
動
適
応
に
関
す
る
計
画
の
策
定
に
努
め
る
と
と
も
に
、
気
候
変
動
影



- -2

響
及
び
気
候
変
動
適
応
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
等
を
行
う
拠
点
と
し
て
の
機
能
を
担
う
地
域
気
候
変
動
適
応
セ
ン

タ
ー
の
体
制
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

六
、
地
方
環
境
事
務
所
そ
の
他
国
の
地
方
行
政
機
関
、
都
道
府
県
、
市
町
村
等
は
、
広
域
的
な
連
携
に
よ
る
気
候
変
動
適
応
の

推
進
の
た
め
、
気
候
変
動
適
応
広
域
協
議
会
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

七
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
気
候
変
動
適
応
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
防
災
や
農
林
水
産
業
の
振
興
等
の

関
連
施
策
と
の
連
携
を
図
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

八
、
気
候
変
動
等
の
観
測
等
の
推
進
、
事
業
者
及
び
国
民
の
関
心
と
理
解
の
増
進
、
気
候
変
動
適
応
等
に
関
す
る
国
際
協
力
の

推
進
、
事
業
者
等
に
よ
る
気
候
変
動
適
応
に
資
す
る
事
業
活
動
の
促
進
等
に
係
る
規
定
の
整
備
を
行
う
。

九
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。


